
  

国
家
戦
略
特
区
の

  

取
り
組
み

　
国
家
戦
略
特
区
と
は
、
特
定
の
分
野

を
限
定
し
て
大
胆
な
規
制
緩
和
な
ど
を

行
い
、
日
本
の
成
長
を
け
ん
引
す
る
区

域
の
こ
と
で
す
。
本
市
は
平
成
26
年
5

月
1
日
に
「
東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区

域
」
の
一
部
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
胆
な
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
企
業
の

投
資
や
人
材
を
呼
び
込
み
、
地
域
経
済

の
活
性
化
を
促
す
と
と
も
に
、
産
業
の

国
際
競
争
力
の
強
化
と
国
際
的
な
経
済

活
動
の
拠
点
形
成
を
目
指
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
医
学
部
新
設
を
は
じ
め
、

成
田
空
港
を
活
用
し
た
事
業
や
、
空
港

と
そ
の
周
辺
機
能
強
化
の
た
め
の
規
制

緩
和
に
つ
い
て
、
国
に
対
し
て
提
案
を

行
い
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
10
月
に
策
定
さ
れ
た
「
東

成
田
市
の
国
家
戦
略
特
区
が
始
動

国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
緩
和
と
し
て
、
本
市
で「
医
学

部
新
設
」と「
地
域
限
定
保
育
士
試
験
の
実
施
」が
事
実
上
決
定

し
ま
し
た
。

医学部キャンパスが建設される予定の公津の杜駅付近（平成26年8月）

規制緩和項目 経過
医学部の新設 特区事業として、認められた
航空・観光業務における外国人材の受け入
れにかかる規制緩和

運用の見直しにより、実現の
見込み

卸売市場における輸出手続きのワンストップ
化（検疫・通関・産地証明の発行などの輸出
手続きの一元的な実施）

運用の見直しにより、実現の
見込み

空港を始発または終点とする空港アクセス
バスの運賃・ダイヤ規制にかかる規制緩和

特区事業として、実施の見込
み

地域限定保育士試験の実施 特区事業として、実施が決定

表①　規制緩和項目とその経過
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京
圏
特
別
区
域
計
画（
素
案
）」
に
、
市

か
ら
の
提
案
事
項
の
多
く
が
、
産
業
の

国
際
競
争
力
の
強
化
と
国
際
的
な
経
済

活
動
の
拠
点
形
成
に
必
要
な
事
項
と
し

て
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
こ
の
素
案
に
盛
り
込
ま
れ

た
事
項
に
つ
い
て
国
の
関
係
機
関
と
協

議
し
、
そ
の
多
く
が
、
国
家
戦
略
特
区

に
お
け
る
特
例
や
現
行
法
令
の
運
用
緩

和
な
ど
に
よ
り
、
実
現
に
向
け
て
進
ん

で
い
ま
す（
表
①
）。

  

医
学
部
新
設
の
方
針
が

  

決
定

　
医
学
部
新
設
は
、
東
日
本
大
震
災
の

復
興
目
的
な
ど
で
特
例
的
に
認
め
ら
れ

た
東
北
地
方
で
の
例
を
除
く
と
、
昭
和

54
年
の
琉
球
大
学
で
の
設
置
以
来
、
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
方
、
県
内
で
は
、
医
学
部
は
千
葉

大
学
の
1
校
の
み
で
、
人
口
10
万
人
当

た
り
の
医
師
数
は
全
国
最
下
位
レ
ベ
ル

で
す
。
ま
た
、
将
来
的
に
も
非
常
に
厳

し
い
状
況
が
続
く
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
市
で
は
、
医
師
不
足
の
状
況
を
改
善

し
、
地
域
医
療
の
崩
壊
を
未
然
に
食
い

止
め
る
た
め
、
以
前
か
ら
医
学
部
誘
致

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
平
成
25
年
9
月
、
医
学
部
新
設
に
強

い
意
欲
を
持
つ
国
際
医
療
福
祉
大
学
と

共
同
で
、
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規

制
緩
和
と
し
て
、
医
学
部
新
設
の
解
禁

を
提
案
し
ま
し
た
。

　
国
家
戦
略
特
区
に
指
定
さ
れ
た
後
、

医
学
部
新
設
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に

協
議
を
進
め
る
た
め
、
特
区
担
当
大

臣
、
自
治
体
の
長
、
民
間
事
業
者
な
ど

で
構
成
さ
れ
る
「
東
京
圏
国
家
戦
略
特

別
区
域
会
議
」
の
下
に
平
成
26
年
12
月
、

「
成
田
市
分
科
会
」
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

　
分
科
会
で
は
、
新
た
な
医
学
部
像
や

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
医
学
部
を
新
設
す
る

際
の
基
本
的
な
方
針
な
ど
に
つ
い
て
、

内
閣
府
や
関
係
省
庁
な
ど
と
協
議
を
重

ね
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
こ
と
し
7
月
31
日
に
開
催

さ
れ
た
第
4
回
分
科
会
で
「
国
家
戦
略

特
別
区
域
に
お
け
る
医
学
部
新
設
に
関

す
る
方
針
」
を
了
承
。
本
市
に
医
学
部

を
設
置
す
る
こ
と
が
事
実
上
決
定
し
ま

し
た（
表
②
）。

　
今
後
、
医
学
部
を
開
設
す
る
事
業
者

の
公
募
・
選
定
が
、
国
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
予
定
で
す
。

　
医
学
部
新
設
に
つ
い
て
は
、
国
際
医

療
福
祉
大
学
と
共
同
提
案
し
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
市
と
し
て
は
、
同
大
学

が
事
業
者
の
最
有
力
候
補
の
一
つ
で
あ

る
と
考
え
、
医
学
部
建
設
計
画
の
具
体

的
な
協
議
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
は
公
津
の
杜

　
医
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
設
予
定
地

は
、
平
成
28
年
4
月
に
開
学
予
定
の
国

際
医
療
福
祉
大
学
の
看
護
学
部
・
保
健

医
療
学
部
の
隣
接
地
を
検
討
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
医
学
部
の
開
学
は
、
平
成
29

年
4
月
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

附
属
病
院
は
畑
ヶ
田

　
医
学
部
新
設
に
は
病
床
数
6
0
0
規

模
の
附
属
病
院
が
必
要
で
す
。
ま
と

ま
っ
た
広
大
な
土
地
が
必
要
な
た
め
、

附
属
病
院
の
建
設
地
は
、
市
有
地
で
あ

る
畑
ヶ
田
地
先
の
土
地
を
考
え
て
い
ま

す
。

　
附
属
病
院
の
周
辺
に
は
、
研
究
施
設

や
医
療
関
連
産
業
が
集
ま
る
こ
と
を
目

指
し
ま
す
。

市
の
支
援

　
市
で
は
、
医
学
部
新
設
に
際
し
て
、

キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
設
予
定
地
を
購
入
し

て
無
償
で
大
学
に
貸
与
す
る
と
と
も
に
、

校
舎
設
置
費
の
2
分
の
1
を
限
度
と
し

た
補
助
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

校
舎
設
置
費
に
つ
い
て
は
、
県
に
も
補

助
の
検
討
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
附
属
病
院
に
つ
い
て
も
、
用

地
は
無
償
貸
与
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
設
置
費
の
補
助
は
予
定
し
て
い

ま
せ
ん
。

医
学
部
新
設
の
効
果

　
医
学
部
新
設
は
附
属
病
院
の
設
置
と

併
せ
て
、
医
師
不
足
の
解
消
や
医
療
体

制
の
充
実
が
期
待
で
き
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
人
口
増
加
、
雇
用
拡
大
に
結
び

付
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
は
、
医
療
関
連
産
業
が
集
ま

る
こ
と
も
期
待
で
き
、
こ
れ
か
ら
の
ま

ち
づ
く
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
も
た

ら
す
と
考
え
て
い
ま
す
。

  

待
機
児
童
解
消
に
向
け

  

地
域
限
定
保
育
士
試
験

　
7
月
に
通
常
国
会
で
成
立
し
た
「
国

家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特

別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

に
よ
り
、「
地
域
限
定
保
育
士
」
と
な

る
た
め
の
試
験
制
度
が
新
た
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
国
家
戦
略

特
区
の
指
定
を
受
け
て
い
る
本
市
で
は
、

県
と
協
力
し
、
地
域
限
定
保
育
士
試
験

を
実
施
す
る
こ
と
で
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

　
こ
の
試
験
は
、
毎
年
全
国
で
行
わ
れ

て
い
る
通
常
の
保
育
士
試
験
と
は
別
に
、

2
回
目
の
保
育
士
試
験
と
し
て
実
施
さ

れ
ま
す
。

　
県
が
実
施
す
る
地
域
限
定
保
育
士
試

験
の
合
格
者
は
3
年
間
、
成
田
市
内
の

み
で
保
育
士
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き

る
資
格
が
与
え
ら
れ
、
4
年
目
以
降
は

全
国
で
働
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
待
機
児
童
解
消
に
向

け
た
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
保
育
士
不

足
の
改
善
が
図
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
の
受
験
申
し
込
み
の

受
け
付
け
は
終
わ
り
ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
国
家
戦
略
特
区
推
進
課

（
☎
20
‐
1
5
0
6
）へ
。

年月日 内容

平成26年5月1日 「国家戦略特別区域を定める政令」の公布・施行により、本市が正式に「東
京圏国家戦略特別区域」の一部に指定される

平成26年10月1日 第1回東京圏国家戦略特別区域会議が開催され、東京圏国家戦略特別区
域計画（素案）が決定される

平成26年12月9日 第2回東京圏国家戦略特別区域会議が開催され、成田市分科会の設置が
認められる

平成27年7月31日 「国家戦略特別区域における医学部新設に関する方針」が成田市分科会で
了承され、内閣府・文部科学省・厚生労働省の3府省により決定される

表②　これまでの経緯
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